
開
発
行
為
に
関
す
る
基
準
の
最
低
敷
地
面
積
に
規
定
す
る
た
だ
し
書
の
取
扱

い
を
定
め
る
要
領
 

 

建
設
部
長
 

平
成

3
0
年
１
月

3
1
日
制
定
 

 

（
趣
旨
）
 

第
１

条
 

こ
の

要
領

は
、
飯

田
市

景
観
計

画
の

景
観
育

成
基

準
（
別

表
２

の
開
発

行
為

に
関
す

る
基

準
を
い

う
。
）

の
う

ち
、

最
低

敷
地

面
積
に

お
け

る
基
準

の
た

だ
し
書

に
関

す
る
取

扱
い

に
係
る

も
の

に
つ
い

て
、

必
要
な

事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
も
の
の
取
扱
い
）
 

第
２
条
 
都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
も
の
の
取
扱
い
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和

4
3
年
法
律
第

1
0
0
号
）
第

1
2
条
の

４
第
１
項
各
号
に
規
定
す
る
地
区
計
画
等
（
以
下
「
地
区
計
画
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
建
築
物
の
敷
地
面

積
の
最
低
限
度
が

2
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
を
下
回
ら
な
い
範
囲
（
良
好
な
景
観
の
育
成
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
で
定
め
ら
れ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
地
区
計

画
等
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 
用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る
土
地
の
区
域
に
定
め
ら
れ
た
地
区
計
画
 

 
(
2
)
 
用

途
地

域
が

定
め
ら

れ
て

い
る
土

地
の

区
域
の

周
辺

に
お
い

て
、

都
市
機

能
や

居
住
が

一
定

程
度
集

積
し

て
い
る
区
域
に
定
め
ら
れ
た
地
区
計
画
 

 
(
3
)
 
前
２
号
以
外
の
地
区
計
画
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
す
べ
て
が
定
め
ら
れ
て
い
る
地
区
計
画
 

ア
 
建
築
物
の
用
途
の
制
限
 

イ
 
建
築
物
の
壁
面
の
位
置
（
建
築
物
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
か
ら
敷
地
境
界
線
ま
で
の
距
離
）

の
制
限
（
１
メ
ー
ト
ル
以
上
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
 

ウ
 

建
築

物
の

高
さ

の
最

高
限

度
（

1
2
メ

ー
ト

ル
以

下
で

定
め

る
も

の
に

限
る

。
）
 

 
（
良
好
な
景
観
の
形
成
が
図
ら
れ
る
も
の
の
取
扱
い
）
 

第
３

条
 

良
好

な
景

観
の
形

成
が

図
ら
れ

る
も

の
の
取

扱
い

は
、
次

の
各

号
に
掲

げ
る

い
ず
れ

か
の

協
定
（

以
下

「
協
定
等
」
と
い
う
。
）
に

お
い

て
、
建

築
物

の
敷

地
面

積
の

最
低

限
度
（

2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

下
回

ら
な

い

範
囲
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
す
べ
て
が
定
め
ら
れ
て
い
る
協
定
等
と
す

る
。
 

 
(
1
)
 
建
築
基
準
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

2
0
1
号
）
第

6
9
条
に
規
定
す
る
建
築
協
定
 

 
(
2
)
 
景
観
法
（
平
成

1
6
年
法
律
第

1
1
0
号
）
第

8
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
景
観
協
定
（
都
市
計
画
区
域
内
で

締
結
さ
れ
た
景
観
協
定
に
限
る
。
）
 

２
 
協
定
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
 

(
2
)
 
塀
又
は
柵
の
構
造
に
関
す
る
基
準
 

(
3
)
 
建
築
物
の
意
匠
に
関
す
る
基
準
 

 
(
4
)
 
敷
地
内
の
緑
化
に
関
す
る
基
準
 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
か
か

わ
ら

ず
、
良

好
な

景
観
の

育
成

に
支
障

を
及

ぼ
す
お

そ
れ

が
な
い

も
の

と
し
て

市
長

が
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
の
一
部
を
定
め
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
協
定
等
は
、
協
定
の
区
域
の
面
積
が

0
.
1
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
、
か
つ
、
協
定
の
有
効
期
間
が

1
0
年
以
上
の
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
良
好

な
景

観
の
育

成
に

支
障
を

及
ぼ

す
お
そ

れ
が

な
い
も

の
と

し
て
市

長
が

認
め
る

場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
領
は
、
平
成

3
0
年
１
月

3
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  （
参
考
）
 

主
と

し
て

複
数

の
一

戸
建
て

の
住

宅
の
建

築
の

用
に
供

す
る

目
的
で

行
う

開
発
行

為
に

限
り
、

開
発

区
域
内
に

お
い

て
予

定
さ

れ
る

建
築
物

の
敷

地
面
積

の
最

低
限
度

は
、

用
途
地

域
の

定
め
ら

れ
て

い
る
土

地
の

区
域
に
お

い
て
は

2
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
土
地
の
区
域
に
お
い
て
は

3
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
も
の
、
又
は
良
好
な
景
観
の
形
成
が
図
ら
れ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
（
開

発
面
積

3
,
0
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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